
 

 

 

 

 

有名観光地町村の財政・経済比較 
 

 
理事 傘木宏夫（ＮＰＯ地域づくり工房代表） 

 

 地方創生が叫ばれ、全国各地で「地域おこし」「地域活性化」をうたい文句に観光振興が重視され、様々な

施策が試みられている。近年はインバウンド効果もあり、この数年で地域経済の状況に変化を実感している地

域もあるという。 

 そこで今回は、白馬村公民館講座「みんなで調べよう“お金のはなし”」（全３回）のために作成した資料

をもとに、有名観光地の財政と経済に関するデータを収集し、一覧表にして比較してみた。インターネットで

収集できる範囲の統計資料を使っており、簡易な内容ではある。しかし、町村により違う指標のあらわれかた

に様々なことを考えさせられ、より深い地域間比較のきっかけになるかもしれない。 

 各市町村の特性にあわせた指標を選択し、財政と経済に関する比較の一例として紹介する。 

 

１．比較対象町村の選定 

今回は白馬村公民館講座用の資料であったため、当

地が国内外に知られた観光地であることを踏まえて、

有名観光地といえる町村を県内外から抽出して比較す

ることとした。 

選んだ町村は、長野県内は白馬村を含む３町村、県

外は７町で、県外の３町（湯沢町・河津町・津和野町）

は白馬村と同じ町村類型（Ⅱ-２）となっている。 

軽井沢町は言わずと知れた高原リゾート地で、長野

県内唯一の地方交付税の不交付団体である。人口は白

馬村の約２倍ある。 

小布施町は歴史を生かしたまちづくりで多くの観光

客を引き寄せている。人口も白馬村と近い。 

ニセコ町（北海道）はスキーリゾートで外国人観光

客を引き寄せて有名になり、白馬村の観光を語る際に

よく引き合いに出される。「小さくとも輝く自治体フ

ォーラム」を牽引してきた。 

倶知安町（北海道）は、ニセコ町と蘭越町とともに

「ニセコ観光圏」を形成し、国内外の企業によるコン

ドミニアム建設により2006年～2019年までに6回も

住宅地の地価上昇率が全国1位になっている。今年の

G20観光担当大臣会合の開催地である。 

湯沢町（新潟県）は川端康成「雪国」でも知られる

古くからの観光地である、新幹線や関越道により首都

圏からのアクセスの良さで、国内外から観光客を引き

寄せている。 

箱根町（神奈川県）は首都圏に近い温泉地として古

くから栄えてきた。 

河津町（静岡県）は、伊豆半島の東側に位置し「河

津桜」が有名である。著名度は他の町村に比べて高く

ないが、白馬村との姉妹都市である。 

津和野町（島根県）は「山陰の小京都」といわれ、

1970年代の「ディスカバー・ジャパン」で見出され、

ドラマや歌謡曲で取り上げられ一躍有名になった。近

年、2015 年に第 1 回「日本遺産認定」を受け、島根

県に中国からの大型韓国船が来着することから、賑わ

いを取り戻している。 

屋久島町（鹿児島県）は、1993年に世界遺産登録さ

れた島をそのまま抱える。豊富な雨量と標高差により

得られる水力発電で100％自給している。 

 

２．比較データ 

誰でも入手できるものとして、総務省の市町村決算

カードと経済センサスを主に用いた。 

決算カードからは、代表的な指標（経常収支比率・

実施公債費比率・財政力指数）とともに、財政運営の

特徴を見るために義務的経費と投資的経費の割合を記

載した。また、観光地であることを踏まえて、入湯税

の状況もみた。 

一人当り所得は総務省「市町村税課税状況等の調」

を参照した。 

経済センサスは、データ一覧を見ると知りたい情報

の所在に戸惑うが、以前は産業別にバラバラだった統

計が一本化され、比較しやすくなっている。産業別の 
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 売上額については「活動調査」で知ることができる。

しかし、市町村別では中分類までなので、宿泊業・飲

食業などの総売上額となっている。従業者数は「基礎

調査」で産業別小分類まで知ることができる。 

 本来は、この一覧には、各町村の年間観光入込客数

を加えるべきである。しかし、従来観光入込客数の統

計は都道府県により算出方法がバラバラで、ようやく

2010年度より国土交通省が示した「共通基準」による

統計収集が始まり、現在大阪府を除く 46 都道府県が

歩調を合わせる状況になったが、公表されているのは

都道府県単位までで市町村単位の数値は得られない。

そのため比較が困難であるため割愛した。 

 

３．比較結果 

比較した 10 町村のうち 3町（軽井沢町・湯沢町・

箱根町）では財政力指数が 1.0前後の高い数値を示し

ている。1.0 を超えると地方交付税の不交付団体とな

るため、3 町とも特別交付税などわずかな額となって

いる。湯沢町と箱根町では町の単独目的税である入湯

税収入が大きいことが目を引く。 

財政指標と経済指標とを合わせてみると、財政力指

数の高い町では宿泊業等の一人当り売上額が高く、住

民一人当り所得も比較的高めであることがわかる。当

然のことながら、地域の経済状況と自治体の財政状況

は関係が深いことが再確認できる。 

一方、白馬村は、財政指標でみると、実質公債費率

はマイナスと群を抜いて低く、経常収支比率も軽井沢

町に次いで低く財政運営の柔軟性を感じさせる。しか

し、経済指標でみると、一人当り所得や宿泊業等の従

業者一人当り売上高は低くなっている。 

 

 

表：類似団体の区分 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白馬村の主力産業である宿泊業は、他の有名観光地

の町村に比べて、何らかの理由で非効率であったり、

地域にお金を落とす仕組みが弱かったりしている可能

性がある。ここに列記したデータの範囲では詳しい分

析はできないが、飲食その他のすそ野が広くない可能

性があるのではないかと、従業者の割合から想像され

る。地元の状況に即して調査する必要があろう。 

 

４．やってみよう市町村間比較 

 国は、自治体による計画行政の支援や地方への投資

を促す観点から、アベノミクス「骨太改革」の下、そ

れまで調査時期や方法がバラバラであった各種統計を

横断的に把握できるように整備を進めている。まだ不

十分ではあり、過渡期にあるためかえってわかりにく

い面もあるものの、相当量の情報源に国民がアクセス

できるようになってきた。 

 今回のように、財政と経済のデータを横断的に比べ

てみることも、地域の姿を知る上では有益ではなかろ

うか。各地で試みられることをお勧めしたい。 
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出所：総務省ホームページ 

町村

産業構造

人　　口 類型

3,500人未満 0 14 ( 40 ) 20 ( 36 ) 40 ( 80 ) 31 ( 49 ) 21 ( 36 ) 126 ( 241 )

3,500～5,500 Ⅰ 11 ( 24 ) 23 ( 37 ) 63 ( 89 ) 47 ( 61 ) 21 ( 39 ) 165 ( 250 )

5,500～8,000 Ⅱ 27 ( 43 ) 51 ( 68 ) 78 ( 110 ) 49 ( 66 ) 18 ( 24 ) 223 ( 311 )

8,000～13,000 Ⅲ 68 ( 103 ) 74 ( 102 ) 80 ( 120 ) 38 ( 56 ) 9 ( 14 ) 269 ( 395 )

13,000～18,000 Ⅳ 44 ( 68 ) 49 ( 67 ) 43 ( 66 ) 20 ( 29 ) 4 ( 8 ) 160 ( 238 )

18,000～23,000 Ⅴ 44 ( 62 ) 30 ( 46 ) 19 ( 27 ) 4 ( 7 ) 1 ( 2 ) 98 ( 144 )

23,000～28,000 Ⅵ 34 ( 41 ) 22 ( 28 ) 9 ( 16 ) - ( 1 ) - ( - ) 65 ( 86 )

28,000～35,000 Ⅶ 34 ( 50 ) 12 ( 14 ) 3 ( 5 ) 2 ( 2 ) - ( - ) 51 ( 71 )

35,000人以上 Ⅷ 31 ( 38 ) 6 ( 13 ) 1 ( 2 ) - ( - ) - ( - ) 38 ( 53 )

307 ( 469 ) 287 ( 411 ) 336 ( 515 ) 191 ( 271 ) 74 ( 123 ) 1,195 ( 1,789 )計

Ⅱ次、Ⅲ次85％以上

Ⅲ次55％以上 Ⅲ次55％未満

4 3

Ⅱ次、Ⅲ次
75％以上～
85％未満

Ⅱ次、Ⅲ次
65％以上～
75％未満

Ⅱ次、Ⅲ次

65％未満 計

2 1 0

オリジナル市町村間比較表 
作成をお手伝いします 

 

本紙 2頁のような一覧表を独自の切り口（観光、農

業、工業、商業など）で隣接市町村や県内外の類似

団体（下表）と比較してみたい方、ご注文に沿って

エクセル表にまとめて、データを提供します。お気

軽に事務局へお問合せください。 

◇ 

10市町村程度で作業料2万円 

ご注文から約 2週間で納品（E-MailまたはCD） 

比較方法のご相談にのります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究所だより 第１４８号 

発行日：2019年5月16日 

発行者：長野県住民と自治研究所（担当：傘木宏夫） 

事務局：ＮＰＯ地域づくり工房 

長野県大町市仁科町3302（〒398-0002） 

Tel&Fax.0261-22-7601   E-Mail:jitiken@omachi.org 

郵便振替口座00570-1-80805 長野県住民と自治研究所 

 

  定価2,000円（税別）。下記にご注文いただければ消費税分を値引きし送料込み2,200円でお送りします。 

投稿をお待ちしています 
 

地域での出来事、政策課題、随筆など、お気軽にお

寄せください。手書き原稿も歓迎いたします。お問

合せは事務局まで 

 

 

あらためて議員活動のあり方を考え、意見交換しよう 

市町村議員活動相談会 
 

 統一地方選挙が終わり、あらためて市町村議員の活動のあり方が広く問われました。そこで、あらためて「住

民自治」の観点から、住民とともに活動する議員のあり方について語り合いながら、学び合う場を設けること

としました。話題提供兼コメンテーターは、本研究所会員で、飯綱町議会議員を７期つとめ、８年間議長とし

て議会改革を牽引し、第 12 回マニュフェスト大賞グランプリを受賞された寺島渉さんがつとめます。また、

議員活動に役立つノウハウについても意見交流に供します。 

 議員のみならず、関心のある方ならどなたでも参加できます。お気軽にお越しください。 

 

日 時 2019年５月２３日（木） 午後３時～５時 
 

場 所 松本市Ｍウィング 

資料代 ３,０００円（本研究所会員は１,０００円） 

内 容 話題提供「議員活動の勘どころ教えます」（35分） 

      寺島 渉（本研究所会員、元飯綱町議会議員 7期、議長 8年） 

    資料提供「情報公開請求、財政分析、経済センサス、産業連関表などのつかい方」（15分） 

      傘木宏夫（本研究所理事、ＮＰＯ地域づくり工房代表理事） 

    意見交流（70分） 

主 催 長野県住民と自治研究所 
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